
大 木 町 建 設 工 事 総 合 評 価 方 式 試 行 要 領  

 

平 成 23年 12月 ７ 日  

大 木 町 告 示 第 83号  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 大 木 町 が 発 注 す る 工 事 の 請 負 契 約 に お

い て 、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 2 2年 政 令 第 16号 ） 第 16 7条 の

10の ２ の 規 定 に 基 づ き 、 総 合 評 価 方 式 を 試 行 す る 場 合 の 事

務 処 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 試 行 対 象 工 事 ）  

第 ２ 条  総 合 評 価 方 式 の 対 象 と な る 工 事 は 、 予 定 価 格 が 5 , 00

0万 円 以 上 の 工 事 で あ っ て 、次 条 の 総 合 評 価 方 式 審 査 委 員 会

に お い て 総 合 評 価 方 式 に よ る 入 札 を 行 う こ と が 適 当 で あ る

と 判 断 さ れ た も の の 中 か ら 町 長 が 定 め る 。  

 （ 総 合 評 価 方 式 審 査 委 員 会 ）  

第 ３ 条  総 合 評 価 方 式 審 査 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 審 査

す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 総 合 評 価 方 式 審 査 委

員 会 の 委 員 は 、 大 木 町 入 札 委 員 会 （ 大 木 町 入 札 委 員 会 要 綱

（ 平 成 2 2年 大 木 町 告 示 第 5 1号 ） に 定 め る 大 木 町 入 札 委 員 会

を い う 。 ） の 委 員 が 兼 ね る 。  

(1)  総 合 評 価 方 式 に よ る 入 札 を 行 う こ と の 適 否  

 (2 )  評 価 の 方 法 及 び 技 術 評 価 の 基 準（ 以 下「 落 札 者 決 定 基

準 」 と い う 。 ）  

 (3 )  評 価 の 結 果  

（ 総 合 評 価 技 術 委 員 会 ）  

第 ４ 条  前 条 の 審 査 を 行 う に 当 た っ て は 、 必 要 に 応 じ て 福 岡

県 総 合 評 価 技 術 委 員 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

（ 総 合 評 価 の 方 法 及 び 形 式 ）  

第 ５ 条  総 合 評 価 は 、 標 準 点 に 技 術 評 価 に お け る 評 価 項 目 ご

と の 得 点 の 合 計 点 で あ る 加 算 点 を 加 え た も の （ 以 下 「 技 術

評 価 点 」 と い う 。 ） を 当 該 入 札 者 の 入 札 価 格 で 除 す 次 式 で

得 ら れ た 評 価 値 を も っ て 行 う も の と す る が 、 落 札 者 決 定 の

際 に は 、 便 宜 上 、 評 価 値 に 定 数 （ 1億 又 は 10億 ） を 乗 じ た 値



（ 小 数 点 以 下 第 ３ 位 四 捨 五 入 ２ 位 止 ） を 評 価 値 と し て 取 り

扱 う も の と す る 。  

技 術 評 価 点 ＝  標 準 点 ＋ 加 算 点  

評 価 値 ＝ [技 術 評 価 点 （ 標 準 点  ＋  加 算 点 ） ]／ [入 札 価 格 ]×定 数  

定 数 ： 予 定 価 格 １ 億 円 未 満 の 場 合 は 、  １ 億    

定 数 ： 予 定 価 格 １ 億 円 以 上 の 場 合 は 、  １ ０ 億   

２  総 合 評 価 の 形 式 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  簡 易 型  技 術 的 な 工 夫 の 余 地 が 小 さ い 工 事 に お い て 、

簡 易 な 施 工 計 画 や 過 去 の 同 種 ・ 類 似 工 事 の 経 験 、 工 事 成

績 等 に 基 づ く 技 術 力 と 入 札 価 格 を 総 合 的 に 評 価 す る こ と

が 妥 当 と 判 断 さ れ る 工 事 を 対 象 と し 、 入 札 参 加 希 望 者 か

ら 提 出 さ れ た 施 工 計 画 及 び 施 工 実 績 等 に よ り 技 術 力 を 評

価 す る 。  

(2)  特 別 簡 易 型  高 度 な 技 術 を 要 さ な い 一 般 的 な 工 事 を

対 象 と し 、 施 工 実 績 等 に よ り 技 術 力 を 評 価 す る 。  

（ 技 術 評 価 の 基 準 ）  

第 ６ 条  技 術 評 価 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  評 価 項 目  評 価 項 目 は 、工 事 の 目 的・内 容 に よ り 必 要

と な る 技 術 的 要 件 等 に 応 じ 設 定 す る も の と す る 。  

(2)  得 点 配 分  各 評 価 項 目 に 対 す る 得 点 配 分 は 、そ の 必 要

度 、 重 要 度 に 応 じ て 定 め る も の と す る 。  

 （ 技 術 評 価 点 の 内 訳 の 開 示 ）  

第 ７ 条  技 術 評 価 点 の 内 訳 に つ い て 、開 示 を 請 求 す る 場 合 は 、

別 紙 様 式 及 び 返 信 用 封 筒 を 参 加 申 請 期 限 ま で に 提 出 す る こ

と 。  

２  開 示 す る 内 容 は 、 各 項 目 の 点 数 の み と し 、 開 札 後 ２ 週 間

以 内 に 文 書 に て 通 知 す る 。  

（ 入 札 公 告 等 に 示 す 事 項 ）  

第 ８ 条  総 合 評 価 方 式 に よ り 入 札 を 行 う 場 合 、 公 告 及 び 入 札

説 明 書 等 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 す る も の と す る 。  

(1)  総 合 評 価 方 式 に よ る 入 札 で あ る こ と 。  

(2)  落 札 者 決 定 基 準  

(3)  技 術 評 価 の 評 価 項 目 及 び 配 点 に 関 す る こ と 。  



(4)  技 術 提 案 等 が 適 正 と 認 め ら れ な か っ た 場 合 、そ の 理 由

に つ い て 説 明 を 求 め る こ と が で き る こ と 。  

（ 技 術 提 案 書 等 の 提 出 ）  

第 ９ 条  入 札 参 加 希 望 者 は 、 第 ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 総 合 評

価 の 形 式 に 従 い 、 施 工 計 画 、 施 工 実 績 又 は 技 術 提 案 等 （ 以

下 「 技 術 提 案 書 等 」 と い う 。 ） を 提 出 す る も の と す る 。   

２  技 術 提 案 書 等 に つ い て は 、 次 の よ う に 取 り 扱 う も の と す

る 。  

(1)  技 術 提 案 書 等 の 作 成 等 に 要 す る 費 用 は 、入 札 参 加 希 望

者 の 負 担 と す る 。  

(2)  技 術 提 案 書 等 の 返 却 及 び 公 表 は 原 則 と し て 行 わ な い

も の と す る 。  

(3)  技 術 提 案 書 等 の 提 出 後 に お け る 提 案 内 容 の 変 更 は 認

め な い 。  

３  次 の 場 合 は 、 入 札 参 加 資 格 に つ い て 欠 格 、 又 は 入 札 を 無

効 と す る 。  

(1)  技 術 提 案 書 等 が 提 出 さ れ な い 場 合  

(2)  技 術 提 案 書 等 の 内 容 が 不 適 当 な 場 合  

（ 欠 格 の 通 知 ）   

第 10条  前 条 第 ３ 項 に 該 当 し て 欠 格 と な る 場 合 は 、 入 札 参 加

確 認 通 知 書 に よ り 通 知 す る 。  

（ 落 札 者 の 決 定 ）  

第 11条  入 札 価 格 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 有 効 な 入 札 を

行 っ た 者 の う ち 、 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 評 価 値 の 最 も 高

い 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 評 価 値 の 最 も 高 い 者 が ２ 者

以 上 あ る と き は 、 く じ に よ り 落 札 者 を 定 め る も の と す る 。  

（ 技 術 提 案 書 等 の 保 護 等 ）  

第 12条  技 術 提 案 に つ い て は 、 提 案 以 後 の 工 事 に お い て 、 そ

の 内 容 が 一 般 的 に 用 い ら れ て い る も の と 認 め ら れ る 場 合 は 、

無 償 で 使 用 で き る も の と す る 。 た だ し 、 工 業 所 有 権 等 の 排

他 的 権 利 を 有 す る 提 案 に つ い て は こ の 限 り で な い 。   

２  技 術 提 案 書 等 を 適 正 と 認 め る こ と に よ り 、 設 計 図 書 で 施

工 方 法 を 指 定 し な い 部 分 の 工 事 に 関 す る 請 負 者 の 責 任 が 軽



減 さ れ る も の で は な い 。  

（ 雑 則 ）  

第 13 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 要 領 の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則   

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則   

こ の 告 示 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。（ 平 成 28 年 ４ 月 ５ 日 ）   



別 紙 様 式 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

年   月   日   

 

 大 木 町 長  様  

 

住 所             

会 社 名             

代 表 者 名           ㊞  

 

 

技 術 評 価 点 の 開 示 つ い て  

 

 

 当 社 が 入 札 に 参 加 し た 下 記 工 事 に お け る 技 術 評 価 点 の 内 訳

の 通 知 を 請 求 し ま す 。  

 

 

記  

 

 

１  工 事 名                 

 

 

２  開札年月日      年    月    日   

 

 

 


